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年
金
・
ご
寄
付
ほ
か

　目　　的　　　 件　数 金　額

　森林管理・環境景観保全のためとして    　１３件   　　４２０，０００円

　森林セラピー事業等の整備・活動事業のためとして      １１件 　　  ２６１，０００円

　財政運営資金の一端（一般寄付）として    　１６件    　 ４２２，０００円

合　　計　    　４０件  　１，１０３，０００円

～ 10月のふるさと納税額のお知らせ～

　つぎのとおり、ご寄付をいただきました。ありがとうございました。

葬
祭
費
の
一
部
を
福
祉
の
た
め

に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

10
万
円

　 

天
野

　
成
浩

　
様
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大

　
沢
）
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万
円

　 

原
島  

久
治

　
様

(

丹
三
郎
）

 

ご
寄
付
あ
り
が
と
う

　
　
　
　

 

ご
ざ
い
ま
し
た

◇
日
本
年
金
機
構
を
装
っ
た
不

審
な
メ
ー
ル
・
電
話
・
訪
問
な

ど
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
日
本
年
金
機
構
や
そ
の
役
職

員
を
装
っ
た
訪
問
、
不
審
な

メ
ー
ル
や
電
話
、
偽
サ
イ
ト
な

ど
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
ら
を
発
端
に
個
人
情
報
や
金

銭
を
詐
取
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

・
電
話
や
訪
問
に
よ
り
個
人
情

報
を
お
聞
き
す
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。

・
訪
問
の
際
は
必
ず
日
本
年
金

機
構
が
発
行
し
た
写
真
付
き
身

分
証
明
書
を
携
行
し
提
示
し
ま

す
。

・
日
本
年
金
機
構
の
職
員
以
外

が
訪
問
に
よ
り
現
金
を
お
預
か

り
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◇
令
和
５
年
の
「
社
会
保
険
料

（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証

明
書
」
を
お
送
り
し
て
い
ま
す

　
令
和
５
年
１
月
１
日
か
ら
10

月
２
日
ま
で
の
間
に
国
民
年

金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方

へ
、
令
和
５
年
分
の
社
会
保
険

年
金
の
お
知
ら
せ

料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除

証
明
書
を
10
月
下
旬
か
ら
11
月

上
旬
に
か
け
て
郵
送
し
て
い
ま

す
。
事
前
に
「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ

ト
」
に
お
い
て
電
子
送
付
希
望

の
登
録
を
行
っ
た
方
に
つ
い
て

は
電
子
に
て
送
付
さ
れ
ま
す
。

　
所
得
税
お
よ
び
住
民
税
の
申

告
に
お
い
て
、
当
年
中
に
納
付

し
た
国
民
年
金
保
険
料
全
額
が

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な

り
ま
す
。
控
除
を
受
け
る
た
め

に
は
、
納
付
し
た
こ
と
を
証
明

す
る
書
類
の
添
付
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
大
切
に

保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
令
和
５
年
10
月
３
日

か
ら
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
、

令
和
５
年
中
初
め
て
国
民
年
金

保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方
に

は
、
令
和
６
年
２
月
に
控
除
証

明
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

　
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保

険
料
）
控
除
証
明
書
に
関
す
る

問
い
合
わ
せ
は
、
ね
ん
き
ん
加

入
者
ダ
イ
ヤ
ル
（
☎
０
５
７
０

（
０
０
３
）
０
０
４
（
ナ
ビ
ダ

イ
ヤ
ル
））
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

【
東
京
司
法
書
士
会
か
ら
お
知
ら
せ
】

☆
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
相

続
登
記
の
申
請
が
義
務
化
さ
れ

ま
す
。

　不
動
産
の
登
記
簿
を
み
て
も

相
続
登
記
が
さ
れ
て
お
ら
ず
所

有
者
が
分
か
ら
な
い
、
連
絡
が

つ
か
な
い
、
と
い
っ
た
状
態
の

発
生
を
予
防
す
る
た
め
、
法
改

正
に
よ
り
相
続
登
記
の
申
請
が

義
務
化
さ
れ
ま
す
。

　
相
続
な
ど
に
よ
り
不
動
産
の

取
得
を
知
っ
た
日
か
ら
３
年
以

内
に
登
記
の
申
請
を
す
る
こ
と

が
義
務
と
な
り
ま
す
。

　
義
務
化
が
ス
タ
ー
ト
す
る
以

前
に
発
生
し
て
い
た
相
続
で
も

、
未
登
記
で
あ
れ
ば
義
務
化
の

対
象
と
な
り
ま
す
。

　
こ
の
場
合
は
、
法
律
の
施
行

日
か
ら
３
年
以
内
（
令
和
９
年

３
月
31
日
ま
で
）
に
相
続
登
記

を
申
請
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

　
正
当
な
理
由
な
く
、
義
務
を

果
た
さ
な
い
と
、
10
万
円
以
下

の
過
料
が
科
さ
れ
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。

　
い
ざ
と
い
う
時
、
相
続
登
記

を
速
や
か
に
行
え
る
よ
う
、
今

の
う
ち
か
ら
自
分
の
所
有
の
不

動
産
を
確
認
し
て
お
く
な
ど
し

て
備
え
ま
し
ょ
う
。

　
相
続
登
記
に
つ
い
て
相
談
し

た
い
と
き
は
、
東
京
司
法
書
士

会
「
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
」 

☎
０
３
（
３
３
５
３
）
９
２
０
５

ま
た
は
法
務
局
西
多
摩
支
局

登
記
部
門

☎
０
４
２
（
５
５
１
）
０
３
６
０

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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和
５
年
10
月
３
日

か
ら
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
、

令
和
５
年
中
初
め
て
国
民
年
金

保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方
に

は
、
令
和
６
年
２
月
に
控
除
証

明
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

　
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保

険
料
）
控
除
証
明
書
に
関
す
る

問
い
合
わ
せ
は
、
ね
ん
き
ん
加

入
者
ダ
イ
ヤ
ル
（
☎
０
５
７
０

（
０
０
３
）
０
０
４
（
ナ
ビ
ダ

イ
ヤ
ル
））
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

【
東
京
司
法
書
士
会
か
ら
お
知
ら
せ
】

☆
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
相

続
登
記
の
申
請
が
義
務
化
さ
れ

ま
す
。

　不
動
産
の
登
記
簿
を
み
て
も

相
続
登
記
が
さ
れ
て
お
ら
ず
所

有
者
が
分
か
ら
な
い
、
連
絡
が

つ
か
な
い
、
と
い
っ
た
状
態
の

発
生
を
予
防
す
る
た
め
、
法
改

正
に
よ
り
相
続
登
記
の
申
請
が

義
務
化
さ
れ
ま
す
。

　
相
続
な
ど
に
よ
り
不
動
産
の

取
得
を
知
っ
た
日
か
ら
３
年
以

内
に
登
記
の
申
請
を
す
る
こ
と

が
義
務
と
な
り
ま
す
。

　
義
務
化
が
ス
タ
ー
ト
す
る
以

前
に
発
生
し
て
い
た
相
続
で
も

、
未
登
記
で
あ
れ
ば
義
務
化
の

対
象
と
な
り
ま
す
。

　
こ
の
場
合
は
、
法
律
の
施
行

日
か
ら
３
年
以
内
（
令
和
９
年

３
月
31
日
ま
で
）
に
相
続
登
記

を
申
請
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

　
正
当
な
理
由
な
く
、
義
務
を

果
た
さ
な
い
と
、
10
万
円
以
下

の
過
料
が
科
さ
れ
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。

　
い
ざ
と
い
う
時
、
相
続
登
記

を
速
や
か
に
行
え
る
よ
う
、
今

の
う
ち
か
ら
自
分
の
所
有
の
不

動
産
を
確
認
し
て
お
く
な
ど
し

て
備
え
ま
し
ょ
う
。

　
相
続
登
記
に
つ
い
て
相
談
し

た
い
と
き
は
、
東
京
司
法
書
士

会
「
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
」 

☎
０
３
（
３
３
５
３
）
９
２
０
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は
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局
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多
摩
支
局

登
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ま
で
お
問
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く
だ
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い
。
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ご
寄
付
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　目　　的　　　 件　数 金　額

　森林管理・環境景観保全のためとして    　１３件   　　４２０，０００円

　森林セラピー事業等の整備・活動事業のためとして      １１件 　　  ２６１，０００円

　財政運営資金の一端（一般寄付）として    　１６件    　 ４２２，０００円

合　　計　    　４０件  　１，１０３，０００円

～ 10月のふるさと納税額のお知らせ～

　つぎのとおり、ご寄付をいただきました。ありがとうございました。
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い
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ま
す
。
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ら
を
発
端
に
個
人
情
報
や
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合
が
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り
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す
の
で
ご
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意
く
だ
さ
い
。

・
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や
訪
問
に
よ
り
個
人
情
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を
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る
こ
と
は
あ
り
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ん
。

・
訪
問
の
際
は
必
ず
日
本
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金

機
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が
発
行
し
た
写
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身

分
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明
書
を
携
行
し
提
示
し
ま

す
。

・
日
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金
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構
の
職
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以
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が
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に
よ
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現
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付
希
望

の
登
録
を
行
っ
た
方
に
つ
い
て

は
電
子
に
て
送
付
さ
れ
ま
す
。

　
所
得
税
お
よ
び
住
民
税
の
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が
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控
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分
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不
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　財政運営資金の一端（一般寄付）として    　１６件    　 ４２２，０００円

合　　計　    　４０件  　１，１０３，０００円

～ 10月のふるさと納税額のお知らせ～

　つぎのとおり、ご寄付をいただきました。ありがとうございました。
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祭
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部
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寄
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ご
ざ
い
ま
し
た

◇
日
本
年
金
機
構
を
装
っ
た
不

審
な
メ
ー
ル
・
電
話
・
訪
問
な

ど
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
日
本
年
金
機
構
や
そ
の
役
職

員
を
装
っ
た
訪
問
、
不
審
な

メ
ー
ル
や
電
話
、
偽
サ
イ
ト
な

ど
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
ら
を
発
端
に
個
人
情
報
や
金

銭
を
詐
取
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

・
電
話
や
訪
問
に
よ
り
個
人
情

報
を
お
聞
き
す
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。

・
訪
問
の
際
は
必
ず
日
本
年
金

機
構
が
発
行
し
た
写
真
付
き
身

分
証
明
書
を
携
行
し
提
示
し
ま

す
。

・
日
本
年
金
機
構
の
職
員
以
外

が
訪
問
に
よ
り
現
金
を
お
預
か

り
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◇
令
和
５
年
の
「
社
会
保
険
料

（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証

明
書
」
を
お
送
り
し
て
い
ま
す

　
令
和
５
年
１
月
１
日
か
ら
10

月
２
日
ま
で
の
間
に
国
民
年

金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方

へ
、
令
和
５
年
分
の
社
会
保
険

年
金
の
お
知
ら
せ

料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除

証
明
書
を
10
月
下
旬
か
ら
11
月

上
旬
に
か
け
て
郵
送
し
て
い
ま

す
。
事
前
に
「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ

ト
」
に
お
い
て
電
子
送
付
希
望

の
登
録
を
行
っ
た
方
に
つ
い
て

は
電
子
に
て
送
付
さ
れ
ま
す
。

　
所
得
税
お
よ
び
住
民
税
の
申

告
に
お
い
て
、
当
年
中
に
納
付

し
た
国
民
年
金
保
険
料
全
額
が

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な

り
ま
す
。
控
除
を
受
け
る
た
め

に
は
、
納
付
し
た
こ
と
を
証
明

す
る
書
類
の
添
付
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
大
切
に

保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
令
和
５
年
10
月
３
日

か
ら
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
、

令
和
５
年
中
初
め
て
国
民
年
金

保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方
に

は
、
令
和
６
年
２
月
に
控
除
証

明
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

　
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保

険
料
）
控
除
証
明
書
に
関
す
る

問
い
合
わ
せ
は
、
ね
ん
き
ん
加

入
者
ダ
イ
ヤ
ル
（
☎
０
５
７
０

（
０
０
３
）
０
０
４
（
ナ
ビ
ダ

イ
ヤ
ル
））
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

【
東
京
司
法
書
士
会
か
ら
お
知
ら
せ
】

☆
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
相

続
登
記
の
申
請
が
義
務
化
さ
れ

ま
す
。

　不
動
産
の
登
記
簿
を
み
て
も

相
続
登
記
が
さ
れ
て
お
ら
ず
所

有
者
が
分
か
ら
な
い
、
連
絡
が

つ
か
な
い
、
と
い
っ
た
状
態
の

発
生
を
予
防
す
る
た
め
、
法
改

正
に
よ
り
相
続
登
記
の
申
請
が

義
務
化
さ
れ
ま
す
。

　
相
続
な
ど
に
よ
り
不
動
産
の

取
得
を
知
っ
た
日
か
ら
３
年
以

内
に
登
記
の
申
請
を
す
る
こ
と

が
義
務
と
な
り
ま
す
。

　
義
務
化
が
ス
タ
ー
ト
す
る
以

前
に
発
生
し
て
い
た
相
続
で
も

、
未
登
記
で
あ
れ
ば
義
務
化
の

対
象
と
な
り
ま
す
。

　
こ
の
場
合
は
、
法
律
の
施
行

日
か
ら
３
年
以
内
（
令
和
９
年

３
月
31
日
ま
で
）
に
相
続
登
記

を
申
請
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

　
正
当
な
理
由
な
く
、
義
務
を

果
た
さ
な
い
と
、
10
万
円
以
下

の
過
料
が
科
さ
れ
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。

　
い
ざ
と
い
う
時
、
相
続
登
記

を
速
や
か
に
行
え
る
よ
う
、
今

の
う
ち
か
ら
自
分
の
所
有
の
不

動
産
を
確
認
し
て
お
く
な
ど
し

て
備
え
ま
し
ょ
う
。

　
相
続
登
記
に
つ
い
て
相
談
し

た
い
と
き
は
、
東
京
司
法
書
士

会
「
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
」 

☎
０
３
（
３
３
５
３
）
９
２
０
５

ま
た
は
法
務
局
西
多
摩
支
局

登
記
部
門

☎
０
４
２
（
５
５
１
）
０
３
６
０

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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険
料
（
国
民
年
金
保

険
料
）
控
除
証
明
書
に
関
す
る

問
い
合
わ
せ
は
、
ね
ん
き
ん
加

入
者
ダ
イ
ヤ
ル
（
☎
０
５
７
０

（
０
０
３
）
０
０
４
（
ナ
ビ
ダ

イ
ヤ
ル
））
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

【
東
京
司
法
書
士
会
か
ら
お
知
ら
せ
】

☆
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
相

続
登
記
の
申
請
が
義
務
化
さ
れ

ま
す
。

　不
動
産
の
登
記
簿
を
み
て
も

相
続
登
記
が
さ
れ
て
お
ら
ず
所

有
者
が
分
か
ら
な
い
、
連
絡
が

つ
か
な
い
、
と
い
っ
た
状
態
の

発
生
を
予
防
す
る
た
め
、
法
改

正
に
よ
り
相
続
登
記
の
申
請
が

義
務
化
さ
れ
ま
す
。

　
相
続
な
ど
に
よ
り
不
動
産
の

取
得
を
知
っ
た
日
か
ら
３
年
以

内
に
登
記
の
申
請
を
す
る
こ
と

が
義
務
と
な
り
ま
す
。

　
義
務
化
が
ス
タ
ー
ト
す
る
以

前
に
発
生
し
て
い
た
相
続
で
も

、
未
登
記
で
あ
れ
ば
義
務
化
の

対
象
と
な
り
ま
す
。

　
こ
の
場
合
は
、
法
律
の
施
行

日
か
ら
３
年
以
内
（
令
和
９
年

３
月
31
日
ま
で
）
に
相
続
登
記

を
申
請
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

　
正
当
な
理
由
な
く
、
義
務
を

果
た
さ
な
い
と
、
10
万
円
以
下

の
過
料
が
科
さ
れ
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。

　
い
ざ
と
い
う
時
、
相
続
登
記

を
速
や
か
に
行
え
る
よ
う
、
今

の
う
ち
か
ら
自
分
の
所
有
の
不

動
産
を
確
認
し
て
お
く
な
ど
し

て
備
え
ま
し
ょ
う
。

　
相
続
登
記
に
つ
い
て
相
談
し

た
い
と
き
は
、
東
京
司
法
書
士

会
「
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
」 

☎
０
３
（
３
３
５
３
）
９
２
０
５

ま
た
は
法
務
局
西
多
摩
支
局

登
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部
門
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）
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ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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金
・
ご
寄
付
ほ
か

　目　　的　　　 件　数 金　額

　森林管理・環境景観保全のためとして    　１３件   　　４２０，０００円

　森林セラピー事業等の整備・活動事業のためとして      １１件 　　  ２６１，０００円

　財政運営資金の一端（一般寄付）として    　１６件    　 ４２２，０００円

合　　計　    　４０件  　１，１０３，０００円

～ 10月のふるさと納税額のお知らせ～

　つぎのとおり、ご寄付をいただきました。ありがとうございました。
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ざ
い
ま
し
た
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日
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を
装
っ
た
不

審
な
メ
ー
ル
・
電
話
・
訪
問
な

ど
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
日
本
年
金
機
構
や
そ
の
役
職

員
を
装
っ
た
訪
問
、
不
審
な

メ
ー
ル
や
電
話
、
偽
サ
イ
ト
な

ど
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
ら
を
発
端
に
個
人
情
報
や
金

銭
を
詐
取
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

・
電
話
や
訪
問
に
よ
り
個
人
情

報
を
お
聞
き
す
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。

・
訪
問
の
際
は
必
ず
日
本
年
金

機
構
が
発
行
し
た
写
真
付
き
身

分
証
明
書
を
携
行
し
提
示
し
ま

す
。

・
日
本
年
金
機
構
の
職
員
以
外

が
訪
問
に
よ
り
現
金
を
お
預
か

り
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◇
令
和
５
年
の
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社
会
保
険
料

（
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）
控
除
証
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を
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す
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２
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に
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方
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５
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の
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（
国
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金
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）
控
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明
書
を
10
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ら
11
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に
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郵
送
し
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す
。
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に
「
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ん
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ッ
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」
に
お
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て
電
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送
付
希
望

の
登
録
を
行
っ
た
方
に
つ
い
て

は
電
子
に
て
送
付
さ
れ
ま
す
。

　
所
得
税
お
よ
び
住
民
税
の
申

告
に
お
い
て
、
当
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中
に
納
付

し
た
国
民
年
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保
険
料
全
額
が

社
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保
険
料
控
除
の
対
象
と
な

り
ま
す
。
控
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を
受
け
る
た
め

に
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、
納
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し
た
こ
と
を
証
明
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る
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の
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付
が
義
務
付
け
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ま
す
の
で
、
大
切
に
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管
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
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中
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、
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を
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と
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10
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が
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性
が

あ
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す
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い
ざ
と
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う
時
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記

を
速
や
か
に
行
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よ
う
、
今

の
う
ち
か
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自
分
の
所
有
の
不

動
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を
確
認
し
て
お
く
な
ど
し

て
備
え
ま
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ょ
う
。
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に
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寄
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が
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う

　
　
　
　

 

ご
ざ
い
ま
し
た

◇
日
本
年
金
機
構
を
装
っ
た
不

審
な
メ
ー
ル
・
電
話
・
訪
問
な

ど
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
日
本
年
金
機
構
や
そ
の
役
職

員
を
装
っ
た
訪
問
、
不
審
な

メ
ー
ル
や
電
話
、
偽
サ
イ
ト
な

ど
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
ら
を
発
端
に
個
人
情
報
や
金

銭
を
詐
取
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

・
電
話
や
訪
問
に
よ
り
個
人
情

報
を
お
聞
き
す
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。

・
訪
問
の
際
は
必
ず
日
本
年
金

機
構
が
発
行
し
た
写
真
付
き
身

分
証
明
書
を
携
行
し
提
示
し
ま

す
。

・
日
本
年
金
機
構
の
職
員
以
外

が
訪
問
に
よ
り
現
金
を
お
預
か

り
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◇
令
和
５
年
の
「
社
会
保
険
料

（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証

明
書
」
を
お
送
り
し
て
い
ま
す

　
令
和
５
年
１
月
１
日
か
ら
10

月
２
日
ま
で
の
間
に
国
民
年

金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方

へ
、
令
和
５
年
分
の
社
会
保
険

年
金
の
お
知
ら
せ

料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除

証
明
書
を
10
月
下
旬
か
ら
11
月

上
旬
に
か
け
て
郵
送
し
て
い
ま

す
。
事
前
に
「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ

ト
」
に
お
い
て
電
子
送
付
希
望

の
登
録
を
行
っ
た
方
に
つ
い
て

は
電
子
に
て
送
付
さ
れ
ま
す
。

　
所
得
税
お
よ
び
住
民
税
の
申

告
に
お
い
て
、
当
年
中
に
納
付

し
た
国
民
年
金
保
険
料
全
額
が

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な

り
ま
す
。
控
除
を
受
け
る
た
め

に
は
、
納
付
し
た
こ
と
を
証
明

す
る
書
類
の
添
付
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
大
切
に

保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
令
和
５
年
10
月
３
日

か
ら
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
、

令
和
５
年
中
初
め
て
国
民
年
金

保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方
に

は
、
令
和
６
年
２
月
に
控
除
証

明
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

　
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保

険
料
）
控
除
証
明
書
に
関
す
る

問
い
合
わ
せ
は
、
ね
ん
き
ん
加

入
者
ダ
イ
ヤ
ル
（
☎
０
５
７
０

（
０
０
３
）
０
０
４
（
ナ
ビ
ダ

イ
ヤ
ル
））
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

【
東
京
司
法
書
士
会
か
ら
お
知
ら
せ
】

☆
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
相

続
登
記
の
申
請
が
義
務
化
さ
れ

ま
す
。

　不
動
産
の
登
記
簿
を
み
て
も

相
続
登
記
が
さ
れ
て
お
ら
ず
所

有
者
が
分
か
ら
な
い
、
連
絡
が

つ
か
な
い
、
と
い
っ
た
状
態
の

発
生
を
予
防
す
る
た
め
、
法
改

正
に
よ
り
相
続
登
記
の
申
請
が

義
務
化
さ
れ
ま
す
。

　
相
続
な
ど
に
よ
り
不
動
産
の

取
得
を
知
っ
た
日
か
ら
３
年
以

内
に
登
記
の
申
請
を
す
る
こ
と

が
義
務
と
な
り
ま
す
。

　
義
務
化
が
ス
タ
ー
ト
す
る
以

前
に
発
生
し
て
い
た
相
続
で
も

、
未
登
記
で
あ
れ
ば
義
務
化
の

対
象
と
な
り
ま
す
。

　
こ
の
場
合
は
、
法
律
の
施
行

日
か
ら
３
年
以
内
（
令
和
９
年

３
月
31
日
ま
で
）
に
相
続
登
記

を
申
請
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

　
正
当
な
理
由
な
く
、
義
務
を

果
た
さ
な
い
と
、
10
万
円
以
下

の
過
料
が
科
さ
れ
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。

　
い
ざ
と
い
う
時
、
相
続
登
記

を
速
や
か
に
行
え
る
よ
う
、
今

の
う
ち
か
ら
自
分
の
所
有
の
不

動
産
を
確
認
し
て
お
く
な
ど
し

て
備
え
ま
し
ょ
う
。

　
相
続
登
記
に
つ
い
て
相
談
し

た
い
と
き
は
、
東
京
司
法
書
士

会
「
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
」 

☎
０
３
（
３
３
５
３
）
９
２
０
５

ま
た
は
法
務
局
西
多
摩
支
局

登
記
部
門

☎
０
４
２
（
５
５
１
）
０
３
６
０

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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◇
日
本
年
金
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を
装
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た
不

審
な
メ
ー
ル
・
電
話
・
訪
問
な

ど
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
日
本
年
金
機
構
や
そ
の
役
職

員
を
装
っ
た
訪
問
、
不
審
な

メ
ー
ル
や
電
話
、
偽
サ
イ
ト
な

ど
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
ら
を
発
端
に
個
人
情
報
や
金

銭
を
詐
取
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

・
電
話
や
訪
問
に
よ
り
個
人
情

報
を
お
聞
き
す
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。

・
訪
問
の
際
は
必
ず
日
本
年
金

機
構
が
発
行
し
た
写
真
付
き
身

分
証
明
書
を
携
行
し
提
示
し
ま

す
。

・
日
本
年
金
機
構
の
職
員
以
外

が
訪
問
に
よ
り
現
金
を
お
預
か

り
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
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和
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の
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社
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保
険
料

（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証

明
書
」
を
お
送
り
し
て
い
ま
す

　
令
和
５
年
１
月
１
日
か
ら
10

月
２
日
ま
で
の
間
に
国
民
年

金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方

へ
、
令
和
５
年
分
の
社
会
保
険

年
金
の
お
知
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せ

料
（
国
民
年
金
保
険
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）
控
除

証
明
書
を
10
月
下
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ら
11
月

上
旬
に
か
け
て
郵
送
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い
ま

す
。
事
前
に
「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ

ト
」
に
お
い
て
電
子
送
付
希
望

の
登
録
を
行
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た
方
に
つ
い
て

は
電
子
に
て
送
付
さ
れ
ま
す
。

　
所
得
税
お
よ
び
住
民
税
の
申

告
に
お
い
て
、
当
年
中
に
納
付

し
た
国
民
年
金
保
険
料
全
額
が

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な

り
ま
す
。
控
除
を
受
け
る
た
め

に
は
、
納
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し
た
こ
と
を
証
明

す
る
書
類
の
添
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が
義
務
付
け

ら
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て
い
ま
す
の
で
、
大
切
に

保
管
し
て
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だ
さ
い
。

　
な
お
、
令
和
５
年
10
月
３
日

か
ら
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
、

令
和
５
年
中
初
め
て
国
民
年
金

保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方
に

は
、
令
和
６
年
２
月
に
控
除
証

明
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。
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（
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証
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に
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（
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（
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に
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せ
】

☆
令
和
６
年
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月
１
日
か
ら
相

続
登
記
の
申
請
が
義
務
化
さ
れ

ま
す
。

　不
動
産
の
登
記
簿
を
み
て
も

相
続
登
記
が
さ
れ
て
お
ら
ず
所

有
者
が
分
か
ら
な
い
、
連
絡
が

つ
か
な
い
、
と
い
っ
た
状
態
の

発
生
を
予
防
す
る
た
め
、
法
改

正
に
よ
り
相
続
登
記
の
申
請
が

義
務
化
さ
れ
ま
す
。

　
相
続
な
ど
に
よ
り
不
動
産
の

取
得
を
知
っ
た
日
か
ら
３
年
以

内
に
登
記
の
申
請
を
す
る
こ
と

が
義
務
と
な
り
ま
す
。

　
義
務
化
が
ス
タ
ー
ト
す
る
以

前
に
発
生
し
て
い
た
相
続
で
も

、
未
登
記
で
あ
れ
ば
義
務
化
の

対
象
と
な
り
ま
す
。

　
こ
の
場
合
は
、
法
律
の
施
行

日
か
ら
３
年
以
内
（
令
和
９
年

３
月
31
日
ま
で
）
に
相
続
登
記

を
申
請
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

　
正
当
な
理
由
な
く
、
義
務
を

果
た
さ
な
い
と
、
10
万
円
以
下

の
過
料
が
科
さ
れ
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。

　
い
ざ
と
い
う
時
、
相
続
登
記

を
速
や
か
に
行
え
る
よ
う
、
今

の
う
ち
か
ら
自
分
の
所
有
の
不

動
産
を
確
認
し
て
お
く
な
ど
し

て
備
え
ま
し
ょ
う
。

　
相
続
登
記
に
つ
い
て
相
談
し

た
い
と
き
は
、
東
京
司
法
書
士

会
「
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
」 

☎
０
３
（
３
３
５
３
）
９
２
０
５

ま
た
は
法
務
局
西
多
摩
支
局

登
記
部
門
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０
４
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（
５
５
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）
０
３
６
０

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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◇
日
本
年
金
機
構
を
装
っ
た
不

審
な
メ
ー
ル
・
電
話
・
訪
問
な

ど
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
日
本
年
金
機
構
や
そ
の
役
職

員
を
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っ
た
訪
問
、
不
審
な

メ
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ル
や
電
話
、
偽
サ
イ
ト
な

ど
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
ら
を
発
端
に
個
人
情
報
や
金

銭
を
詐
取
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

・
電
話
や
訪
問
に
よ
り
個
人
情

報
を
お
聞
き
す
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
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・
訪
問
の
際
は
必
ず
日
本
年
金

機
構
が
発
行
し
た
写
真
付
き
身

分
証
明
書
を
携
行
し
提
示
し
ま

す
。

・
日
本
年
金
機
構
の
職
員
以
外

が
訪
問
に
よ
り
現
金
を
お
預
か

り
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
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◇
令
和
５
年
の
「
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保
険
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（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証

明
書
」
を
お
送
り
し
て
い
ま
す

　
令
和
５
年
１
月
１
日
か
ら
10

月
２
日
ま
で
の
間
に
国
民
年

金
保
険
料
を
納
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さ
れ
た
方

へ
、
令
和
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年
分
の
社
会
保
険

年
金
の
お
知
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せ

料
（
国
民
年
金
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険
料
）
控
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証
明
書
を
10
月
下
旬
か
ら
11
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上
旬
に
か
け
て
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送
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い
ま

す
。
事
前
に
「
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ん
き
ん
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ッ

ト
」
に
お
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電
子
送
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希
望

の
登
録
を
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た
方
に
つ
い
て

は
電
子
に
て
送
付
さ
れ
ま
す
。

　
所
得
税
お
よ
び
住
民
税
の
申

告
に
お
い
て
、
当
年
中
に
納
付

し
た
国
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険
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全
額
が
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険
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控
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の
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と
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り
ま
す
。
控
除
を
受
け
る
た
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に
は
、
納
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け
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い
ま
す
の
で
、
大
切
に

保
管
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だ
さ
い
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な
お
、
令
和
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31
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ま
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の
間
に
、
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中
初
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て
国
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年
金
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を
納
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た
方
に

は
、
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和
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２
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に
控
除
証

明
書
が
送
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れ
ま
す
。
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保
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（
国
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）
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せ

く
だ
さ
い
。

【
東
京
司
法
書
士
会
か
ら
お
知
ら
せ
】

☆
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
相

続
登
記
の
申
請
が
義
務
化
さ
れ

ま
す
。

　不
動
産
の
登
記
簿
を
み
て
も

相
続
登
記
が
さ
れ
て
お
ら
ず
所

有
者
が
分
か
ら
な
い
、
連
絡
が

つ
か
な
い
、
と
い
っ
た
状
態
の

発
生
を
予
防
す
る
た
め
、
法
改

正
に
よ
り
相
続
登
記
の
申
請
が

義
務
化
さ
れ
ま
す
。

　
相
続
な
ど
に
よ
り
不
動
産
の

取
得
を
知
っ
た
日
か
ら
３
年
以

内
に
登
記
の
申
請
を
す
る
こ
と

が
義
務
と
な
り
ま
す
。

　
義
務
化
が
ス
タ
ー
ト
す
る
以

前
に
発
生
し
て
い
た
相
続
で
も

、
未
登
記
で
あ
れ
ば
義
務
化
の

対
象
と
な
り
ま
す
。

　
こ
の
場
合
は
、
法
律
の
施
行

日
か
ら
３
年
以
内
（
令
和
９
年

３
月
31
日
ま
で
）
に
相
続
登
記

を
申
請
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

　
正
当
な
理
由
な
く
、
義
務
を

果
た
さ
な
い
と
、
10
万
円
以
下

の
過
料
が
科
さ
れ
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。

　
い
ざ
と
い
う
時
、
相
続
登
記

を
速
や
か
に
行
え
る
よ
う
、
今

の
う
ち
か
ら
自
分
の
所
有
の
不

動
産
を
確
認
し
て
お
く
な
ど
し

て
備
え
ま
し
ょ
う
。

　
相
続
登
記
に
つ
い
て
相
談
し

た
い
と
き
は
、
東
京
司
法
書
士

会
「
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
」 

☎
０
３
（
３
３
５
３
）
９
２
０
５

ま
た
は
法
務
局
西
多
摩
支
局

登
記
部
門

☎
０
４
２
（
５
５
１
）
０
３
６
０

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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年
金
・
ご
寄
付
ほ
か

　目　　的　　　 件　数 金　額

　森林管理・環境景観保全のためとして    　１３件   　　４２０，０００円

　森林セラピー事業等の整備・活動事業のためとして      １１件 　　  ２６１，０００円

　財政運営資金の一端（一般寄付）として    　１６件    　 ４２２，０００円

合　　計　    　４０件  　１，１０３，０００円

～ 10月のふるさと納税額のお知らせ～

　つぎのとおり、ご寄付をいただきました。ありがとうございました。

葬
祭
費
の
一
部
を
福
祉
の
た
め

に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

10
万
円

　 

天
野

　
成
浩

　
様
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大

　
沢
）

  

５
万
円

　 

原
島  

久
治

　
様

(

丹
三
郎
）

 

ご
寄
付
あ
り
が
と
う

　
　
　
　

 

ご
ざ
い
ま
し
た

◇
日
本
年
金
機
構
を
装
っ
た
不

審
な
メ
ー
ル
・
電
話
・
訪
問
な

ど
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
日
本
年
金
機
構
や
そ
の
役
職

員
を
装
っ
た
訪
問
、
不
審
な

メ
ー
ル
や
電
話
、
偽
サ
イ
ト
な

ど
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
ら
を
発
端
に
個
人
情
報
や
金

銭
を
詐
取
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

・
電
話
や
訪
問
に
よ
り
個
人
情

報
を
お
聞
き
す
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。

・
訪
問
の
際
は
必
ず
日
本
年
金

機
構
が
発
行
し
た
写
真
付
き
身

分
証
明
書
を
携
行
し
提
示
し
ま

す
。

・
日
本
年
金
機
構
の
職
員
以
外

が
訪
問
に
よ
り
現
金
を
お
預
か

り
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◇
令
和
５
年
の
「
社
会
保
険
料

（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証

明
書
」
を
お
送
り
し
て
い
ま
す

　
令
和
５
年
１
月
１
日
か
ら
10

月
２
日
ま
で
の
間
に
国
民
年

金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方

へ
、
令
和
５
年
分
の
社
会
保
険

年
金
の
お
知
ら
せ

料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除

証
明
書
を
10
月
下
旬
か
ら
11
月

上
旬
に
か
け
て
郵
送
し
て
い
ま

す
。
事
前
に
「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ

ト
」
に
お
い
て
電
子
送
付
希
望

の
登
録
を
行
っ
た
方
に
つ
い
て

は
電
子
に
て
送
付
さ
れ
ま
す
。

　
所
得
税
お
よ
び
住
民
税
の
申

告
に
お
い
て
、
当
年
中
に
納
付

し
た
国
民
年
金
保
険
料
全
額
が

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な

り
ま
す
。
控
除
を
受
け
る
た
め

に
は
、
納
付
し
た
こ
と
を
証
明

す
る
書
類
の
添
付
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
大
切
に

保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
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５
年
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月
３
日

か
ら
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月
31
日
ま
で
の
間
に
、

令
和
５
年
中
初
め
て
国
民
年
金

保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方
に

は
、
令
和
６
年
２
月
に
控
除
証

明
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。
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